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６ 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する

訪問介護員の変更を希望される場

合は、右のご相談担当者までご相

談ください。

ア 相談担当者氏名 山田 咲子

イ 連絡先電話番号 017-763-4750

連絡先 FAX番号 017-763-4751

ウ 受付日及び受付時間 月曜～金曜 9:00～18:00

※土・日、8月 13日～15日、12月 29日～1月 3日を除く

ただし、電話の場合は 24 時間常時連絡が可能な体制と

しています。

※ 担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当

事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

７ サービスの提供にあたって

（1）サービスの提供に先立って、初回及び毎月初めに介護保険被保険者証に記載された内容（被

保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。

なお、サービス提供期間中に被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者

にお知らせください。

（2）利用者が要支援・要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援・要介護認定の更新の申

請が、遅くとも利用者が受けている要支援・要介護認定の有効期間が終了する 30日前には

なされるよう、必要な援助を行うものとします。

（3）利用者に係る地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計

画（ケアプラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、介護計画を作成します。

なお、作成した介護計画は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認い

ただくようお願いします。

（4）サービス提供は介護計画に基づいて行ないます。なお、介護計画は、利用者等の心身の状

況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

（5）訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行な

いますが、実際の提供にあたっては利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

８ 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 山田 咲子

（2）成年後見制度の利用を支援します。

（3）苦情解決体制を整備しています。

（4）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を年１回外部講師を呼び行います。

（5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを青森市に

通報します。


